
 

 

 

 

 
 

 

  真庭市看護師等育成奨学金制度  

   将来、真庭市内の医療機関などで看護師、保健師、助産師（以下「看護師等」という） 

  として働く意思を持ち、看護師等を養成する学校に在学する学生に対して、奨学金を 

  貸与し、学生生活をサポートする制度です。 

   この制度を利用して、看護師等の資格取得にチャレンジしてください。 

 

  ■ 奨学生の対象資格 次の①～③すべてを満たす方 

  ① 看護師等の養成所に在学している 

  ② 成績が良好で、品行方正であり、かつ、心身が健康である 

  ③ 卒業後、市内の医療機関などに看護師等として勤務する意志がある 
 

  ■ 奨学金額 

  真庭市から月額最大で５万円を貸与します（※無利子） 

  貸付期間の上限は 5 年間、最大で 300 万円借り受け可能 
 

  ■ 返  還 

  卒業後、市内医療機関などに就職し、借り受けた期間と同じ期間勤務すると、 

  奨学金全額が返還不要となります 
 

  ■ 募集期間（202５年度新規貸付け） 

  202５年 9 月１日から 202５年 10 月 31 日まで 
 

  ■ そ の 他 

  ・条件や申込方法など、詳しくは「真庭市看護師等育成奨学金制度の 

しおり」をご確認ください 

  ・予算の範囲内での貸与となりますので、ご了承ください 

 

 

 

 

 

 

 

貸 与 額 
[ 月 額 ] 

最 大 ５万 

円 

[ 合 計 ] 

最 大 300 

万 

円 

看護職に就きたい看護職に就きたい 

そ ん な あ な た を サ ポ ー ト し ま す 

HP 右の QR コードからアクセス可  

真庭市健康福祉部健康推進課 

0 8 6 7 - 4 2 - 1 0 5 0 

卒業後、市内医療機関などで 

看護師等として 

働いてくれる学生さんを 

応援します！！ 

令和 7 年 3 月 

卒業後、 

●市内医療機関などに就職 

●借り受け期間＝勤務期間 

条 件 を 満 た し た 場 合 に 限 り 

全額返還不要 


